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山県市観光案内所特産品及び土産品等の設置等に関する要綱

令和８年４月１日

告示第８６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、山県市の特産品及び土産品等（以下「特産品等」という。）

を通じて市の魅力をＰＲするため、山県市観光案内所（以下「案内所」という。

）における特産品等の設置及び販売（以下「設置等」という。）に関する必要な

事項を定めるものとする。

（設置等対象者）

第２条 特産品等を設置等することができる者は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。

（１） 市内に事業所又は店舗を有する事業者（以下「市内事業者等」という。）

（２） 市の観光ＰＲに関連する特産品等を取り扱う事業者

（設置等許可特産品等）

第３条 案内所に設置等することができる特産品等は、次の各号のいずれかに該当

するものとする。ただし、設置スペースに余裕がある場合に限る。

（１） 販売する特産品等は、市内で生産若しくは製造されたもの又は市内で生

産された原材料を使用しているもの

（２） 前号に掲げるもののほか、案内所の運営において特に必要があると市長

が認めるもの

（承認申請）

第４条 案内所に特産品等を設置等しようとするもの（以下「申請者」という。）

は、設置等を希望する期間の初日の３０日前までに、山県市観光案内所特産品等

設置等承認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出し、そ

の承認を受けるものとする。

（設置等の承認）

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容等の審

査を行い、承認の可否を決定し、その結果等を山県市観光案内所特産品等設置等

承認（不承認）決定通知書（様式第２号）により申請者へ通知するものとする。

２ 市長は、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。
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（設置等の承認の取消し）

第６条 市長は、設置等の承認が次の各号のいずれかに該当したときは、前条第１

項の規定による承認を取り消すことができる。

（１） 設置等の申請に虚偽又は不正があったとき。

（２） 承認の基準を満たさなくなったとき。

（３） 承認に付した条件に違反したとき。

２ 市長は、前項の規定による承認を取り消したときは、山県市観光案内所特産品

等設置等承認取消通知書（様式第３号）により、設置等の承認を受けた者（以下

「出品者」という。）に通知するものとする。

３ 第１項の規定による承認を取り消した場合において、市は出品者に生じた損害

について賠償する責めを負わない。

（設置等期間）

第７条 設置等期間は、原則として最長１年間とする。

２ 市長は、必要に応じて期間の短縮を行うことができる。

（設置等の方法）

第８条 特産品等の設置は、市の指示に従い、出品者が設置期間の開始日に設置し

、設置期間の終了日までに撤去又は処分するものとする。

２ 特産品等の販売は、市又は管理の委託を受けたもの（以下「管理者」という。

）が委託販売を行うものとする。ただし、管理者が必要であると認めるときは、

申請者に販売を行わせることができる。

３ 販売額の清算は、原則として毎月末日とし、管理者が販売額から必要に応じて

、決裁手数料や送金手数料を差し引いた額を、翌月２０日までに支払うものとす

る。

４ 賞味期限又は消費期限（以下「賞味期限等」という。）のある特産品等は、出

品者が賞味期限等までに撤去又は処分しなければならない。

５ 特産品等に対する事故や苦情については、原則として出品者の責任とし、迅速

な対応を行うものとする。この場合において、特産品等の破損及び紛失について

は、管理者は一切の責任を負わないものとする。

第９条 この要綱に定めるもののほか、特産品等の設置等の取扱いに関し必要な事

項は、市長が別に定める。
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附 則

この告示は、公表の日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

山県市観光案内所特産品等設置等承認申請書

年 月 日

山県市長 様

申請者 住 所

事業者名

氏 名

次のとおり、特産品等の設置等を行いたいので申請いたします。

※要綱を確認した上で申請すること。

販売製品 販売単価 点数 小計 備考

設置を希望する日 年 月 日

～ 年 月 日

連 絡 先

住 所：

電 話：

メール：

希望連絡方法 電 話 ・ メール

その他事項
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様式第２号（第５条関係）

山県市観光案内所特産品等設置等承認（不承認）決定通知書

第 号

年 月 日

様

山県市長

貴事業者が山県市観光案内所に特産品等を設置等することについて、承認（不承

認）することになりましたので通知します。

１．承認する場合

２．承認しない場合 に該当するため

販売製品 販売単価 点数 小計 備考

設置可能期間

年 月 日

～ 年 月 日
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様式第３号（第６条関係）

山県市観光案内所特産品等設置等承認取消通知書

第 号

年 月 日

様

山県市長

年 月 日付第 号の使用許可は、次の理由により承認決定

を取り消すので通知します。

取消しの理由

（不服の申立て）

この決定に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３箇

月以内に市長に対して、審査請求をすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日から６箇月以

内（通知を受けた日の翌日から起算します。）に、市を被告として（訴訟にお

いて市を代表する者は市長となります。）、提起しなければなりません（なお

、処分の通知を受けた日から６箇月以内であっても、処分の日から１年を経過

すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、

処分の通知を受けた日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求をした場合に

は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送付を受けた日から

６箇月以内（送付を受けた日の翌日から起算します。）に提起しなければなら

ないこととされています。


